地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事の
総合評価方式に係る技術資料作成要領
１　対象工事
（１）工 事 名　　地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事
（２）工事場所　　金沢市鞍月２丁目　地内
（３）工　　期　　令和８年２月～令和９年２月２６日
（４）工事概要　　研修施設
鉄筋コンクリート造　地下１階、地上３階建て
延床面積５，５２７㎡等のＬＥＤ照明改修にかかる電気設備工事一式
２．技術資料の内容
　作成する技術資料の内容は、次表のとおりとし、開札後、落札候補者である旨の通知を受けた者は、記載内容を証明する書類として、以下の①～⑤の書類を提出すること。
①　次表（２）のＩＳＯ登録証、いしかわ事業者版環境ＩＳＯ登録証、エコアクション２１認証・登録証（ＩＳＯ等の内容及び有効期間が確認できる部分）の写し。
②　次表（２）の災害協定締結の有無について各建設業協会等が発行する「証明書」の写し。（令和７年４月３０日以前は令和６年度、５月１日以降は令和７年度の協定を対象とする。）
（但し、建築一式工事に関しては証明書の写し不要）

③　次表（２）の営業所の確認のため、技術資料提出期限日までに継続して３年間以上所在することが判断できる建設業許可申請書（様式第１号及び別紙ニ）（写）または変更届出書（様式第２２号の２及び別紙ニ）（写）を提出すること。
ただし、主たる営業所以外のその他の営業所で評価を受けようとする場合は、上記に加えて当該営業所の写真（営業所の看板を含む建物の全景、執務室内、標識の設置場所等がわかるもの）、営業所の案内図を提出する。また、当該建物が自社保有の場合は登記簿謄本（写）、登記事項証明書（写）、固定資産物件証明書（写）もしくは、固定資産評価額証明書（写）のうち一つ、賃貸の場合、賃貸借契約書（写）を提出する。
④　次表（３）の配置予定技術者に係る資格者証等の写し。なお、監理技術者資格者証については、裏面の写しも提出すること。
⑤　次表（３）のＣＰＤ（継続学習）の取組状況の確認のため、入札公告日の前年度（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）における建設系ＣＰＤ協議会加盟団体、及び建築ＣＰＤ運営会議の構成団体が発行する学習履歴証明書の写しを提出する。

なお、①から④の書類の基準日は技術資料提出期限日とする。

（技術資料の内容）
	記載事項
	内容に関する留意事項

	（１）簡易な
提案
	①本工事の実施にあたり、現場状況を踏まえて、下記の留意すべき２項目に係る対応を記入する。

　１）高所に取り付ける照明器具の固定・落下防止部材に対する品質確認
　２）高所作業実施時における施設利用者に対する安全対策
②記載様式は様式－１とし、Ａ４用紙１ページに必ず指定した２項目（１項目につき８行以内（１行あたり４５文字以内）、文字サイズ１０ポイント以上）を記載する。

	（２）企業の
技術力等
	項目は下記のとおりとする。

1 記入要領
・工事成績平均点：石川県土木部、農林水産部において工事成績評定要領に基づき評定を行った工事のうち過去５年間（令和２年１月～令和６年１２月に完成検査を受けた工事）における当該業種の全工事の平均点を記入する。

・表彰：石川県発注工事において過去２年間（令和５年度～令和６年度）に優良工事表彰を受けている場合はその表彰名、工事名、業種、表彰者及び表彰年月日を記載する。なお、同一年度、同一部門の土木部の知事表彰、部長表彰、所長（課長）表彰を重複して受賞している場合は、最上位のみ評価する。（ＪＶ含む）
・ＩＳＯ９００１、１４００１、いしかわ事業者版環境ＩＳＯ、エコアクション２１を取得している場合は、その有無を記載する。

・災害活動：直近１年間において締結している以下の災害協定における協力の有無（令和７年４月３０日以前は令和６年度、５月１日以降は令和７年度の協定を対象とする。）及び石川県地震被災建築物応急危険度判定士認定職員の有無を記入する。

ア　石川県と石川県建設業協会が締結している「広域災害時等における広域応急対策工事に関する細目協定」、各土木総合事務所と各地区建設業協会が締結している「災害時等における応急対策工事に関する細目協定」

イ　石川県、県内の市町又は公益企業と石川県電気工事工業組合が締結している「災害時における応急対策活動に関する協力協定書」又は「配電工事請負に関する基本契約書」

ウ　県内の市町と石川県内の各管工事協同組合等が締結している「災害時における応急対策活動に関する協力協定書」等
エ　石川県、県内の市町と石川県構造物解体協会等が締結している「災害時における建築物等の解体・撤去等に関する協定書」等

但し、建築一式工事においては、上記４項目のうち、項目アにおける災害協定のみ対象とする。

・営業所の所在地：建設業法に基づく営業所（継続して３年以上所在するもの）の所在地を記入する。

（その他営業所は当評価を受けようとするものを記入する。）

②記載様式は様式－２とする。

	（３）配置予定技術者の技術力
	①主任（監理）技術者は、本工事の配置予定技術者の氏名等を記載する。なお、技術資料提出時に配置予定技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査及び評価については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で行う。また、実際の施工にあたって技術資料に記載した配置予定技術者を変更できるのは、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
②主任（監理）技術者の保有資格は、建設業法第１５条第２号イまたはハに該当する当該業種（電気工事）の資格（一級国家資格または同等以上の資格）とする。また、監理技術者にあっては、当該工事種別の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
③記入要領
・氏名：氏名を記入する。
・資格：保有資格を記入する。（複数ある場合、複数記入）
・ＣＰＤ（継続学習）の取組状況は、前年度（令和６年度）の合計取得単位が、各団体の１年間あたりの推奨単位の１／２以上かの有無を記入する。有の場合は、団体名を記入する。
④記載様式は様式－３とする。


３．技術資料の提出
（１）総合評価方式に係る技術資料の提出について、技術提案（様式１）、技術資料（様式２－３）は、指定日までに郵送若しくは持参により提出すること。技術資料の証明書類については、落札候補者である旨の通知を受けた者のみ、指定日までに郵送若しくは持参により提出することとする。なお、電送（ファクシミリ）によるものは受け付けない。
（２）提出書類は表紙を１頁とした通し番号を付するとともに全頁数を表示すること。（頁の例：１／○○～○○／○○）また提出部数は１部とする。

（３）技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
４．総合評価に関する事項
（１）総合評価の方法
１）競争参加者には最低限の技術力を有する者として基礎点１００点を与え、さらに技術資料の内容及び施工体制の評価に応じ、加算点を与える。
２）総合評価は、基礎点と（２）「入札の評価に関する基準」によって得られる加算点の合計を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」という。）をもって行う。

３）経常ＪＶの評価については、別に定める「経常建設共同企業体の取扱いについて」のとおり取扱うものとする。

（２）入札の評価に関する基準
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。

ただし、競売入札妨害罪、談合罪または独占禁止法違反に関する指名停止措置を受けた者のうち、技術資料提出期限の翌日時点で指名停止の終期の翌日から起算して６ヶ月を経過していない場合は２点減じる。
	評価の視点
	評価項目
	評価内容
	評価基準
	評点

	技術提案
	簡易な提案
	指定した２項目に対する具体的な提案を評価
	現場状況等を踏まえた重要な項目や独自の工夫が適切に記載されているものを優位に

優位と中位の中間であるものをやや優位に

現場状況等を踏まえた一般的な工夫が記載されているものを中位に

低位と中位の中間であるものをやや低位に

指定した項目は記載されているが、工夫がないものを低位に評価
技術提案が１項目でも未提出、未記入あるいは提案が課題とかけ離れているなど、不適切な場合は入札を無効とする。
	5
～

0

	企業の

技術力
	工事成績
	石川県土木部、農林水産部において工事成績評定要領に基づき評定を行った工事のうち過去５年間（令和２年１月～令和６年１２月に完成検査を受けた工事）における当該業種の全工事の平均点
	８０点以上
	4

	
	
	
	７８点以上８０点未満
	3

	
	
	
	７５点以上７８点未満
	2

	
	
	
	７０点以上７５点未満
	1

	
	
	
	６５点以上７０点未満
	0.5

	
	
	
	実績なし
	0

	
	
	
	６５点未満
	-2

	
	優良工事
	石川県発注工事で過去２年間（令和５年～令和６年度）に受けた優良工事表彰の有無（当該業種に限る。）
	知事表彰１回以上または部長表彰２回以上
	1

	
	
	
	部長表彰１回かつ所長表彰（土木部主務課の課長表彰の表彰含む）１回以上
	0.75

	
	
	
	部長表彰１回または所長表彰（土木部主務課の課長表彰含む）２回以上
	0.5

	
	
	
	所長表彰（土木部主務課の課長表彰含む）１回
	0.25

	
	
	
	実績無し
	0

	
	ＩＳＯ認証等
	ISO9001、ISO14001、いしかわ事業者版環境ISO、エコアクション21の取り組み状況
	ISO9001,ISO14001の両方を取得
	1

	
	
	
	ISO9001に加え、いしかわ事業者版環境ISO、エコアクション21のいずれかを取得
	0.75

	
	
	
	ISO9001,ISO14001のいずれかを取得
	0.5

	
	
	
	いしかわ事業者版環境ISO、エコアクション21のいずれかを取得
	0.25

	
	
	
	上記以外
	0

	配置予定技術者の技術力
	保有資格
	主任（監理）技術者の保有する資格
	建設業法第１５条第２号イまたはハに規定する当該業種の資格（一級国家資格または同等以上の資格）を有する
	0.5

	
	
	
	上記以外
	0

	
	ＣＰＤ（継続学習）
	前年度（令和６年度）のＣＰＤ（継続学習）の取組状況
	各団体の推奨単位以上の取得
	0.5

	
	
	
	各団体の推奨単位の１／２以上推奨単位未満の取得
	0.25

	
	
	
	上記以外
	0

	地域貢献度
	災害活動
	直近１年間の石川県、市町又は公益企業との災害協定の締結の有無等
※建築一式工事は石川県のみ
	災害協定に協力、かつ応急危険度判定士認定
	2

	
	
	
	災害協定に協力、または応急危険度判定士認定
	1

	
	
	
	災害協定に協力なし、かつ応急危険度判定士認定なし
	0

	地域精通度
	建設業法に基づく営業所の所在地（継続して３年以上所在しているものに限る）
	当該工事箇所と建設業法に基づく営業所所在地の関係
	金沢市内に主たる営業所の所在地あり
	3

	
	
	
	旧金沢土木事務所管内に営業所の所在地あり
	2

	
	
	
	県央土木総合事務所管内に営業所の所在地あり
	1

	
	
	
	上記以外
	0

	施工体制
	品質確保の実効性
施工体制確保の確実性
	・工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、設計図書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合
・工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、設計図書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合
	30

	
	
	上記以外
	0

	加算点の合計
	47


（３）落札者の決定方法
１）入札参加者は、価格及び技術資料をもって入札し、次の（ア）､（イ）の要件に該当する者のうち（１）「総合評価の方法」によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。
　（ア）入札価格が予定価格以下であり、かつ、失格基準価格以上であること。
　（イ）評価値が、基礎点（１００点）を予定価格で除した数値を下回らないこと。
２）１）において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。
（４）評価内容の担保
１）技術提案に記載された内容は、契約書、特記仕様書等に追加条項として記載する場合がある。

２）工事の履行状況について、監督員、検査員による確認を行う。

３）受注者の責により入札時の評価内容が満足できない場合は、再施工を命じるとともに工事成績評定を５点減ずる。これらの内容については、契約時に契約書、特記仕様書等に明記する。

４）技術提案に記載された内容に対する履行状況が、特に悪質と認められる場合は契約解除、指名停止等の措置をとる場合がある。
５  入札に関する注意事項
当該工事は総合評価方式の試行工事であるため、土木部競争入札心得のうち、落札者決定に関する規定については適用しない。

６　条件変更に伴う総合評価結果の取扱
　　　　契約締結後、条件変更等不可抗力な状況が発生し、入札時の総合評価内容に変更が生じた場合でも、総合評価の結果は有効なものとして取り扱う。また、当初契約は契約変更の対象とし技術提案に基づき作成された特記仕様書等の見直しを行うものとする。
７　苦情申立て
（1） 非落札者となったものは、当該工事の落札者決定の日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に公益財団法人石川県産業創出支援機構理事長に対して理由の説明を書面により求めることができる。

（２）上記（１）の受付時間及び書面の受付窓口、受付時間は次のとおりである。
・受付時間：土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、９時００分から１７時１５分まで
・書面による受付窓口：公益財団法人石川県産業創出支援機構
　　　　　　　　　　〒920－8203　住所：石川県金沢市鞍月２丁目１番地
　　　　　　　　　　TEL：（０７６）２６８－２０１０（直通）
（3） 公益財団法人石川県産業創出支援機構理事長は非落札理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により回答する。

８　その他の留意事項
（１）技術提案に記載された内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
（２）提出された技術資料は、技術審査及び評価以外に提出者に無断で使用することはない。
（３）提出された技術資料は、返却しない。
（４）本作成要領は技術資料作成以外の目的で使用してはならない。
（５）問い合わせ先は次のとおりとする。
・問い合わせ先　：　公益財団法人石川県産業創出支援機構
〒920－8203　住所：石川県金沢市鞍月２丁目１番地
TEL：（０７６）２６８－２０１０（直通）
令和　年　月　日

公益財団法人石川県産業創出支援機構
理事長　田中　新太郎　殿

申請者

住所

会社名　　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　

建設業許可番号

総合評価方式に係る技術資料の提出について

　下記工事の入札に参加したいので、総合評価方式に係る技術提案及び下記の技術資料を提出いたします。

　なお、内容については事実と相違ないことを誓約します。

　　　　　　　　　　　工事名：地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事
　　　　　　　　　　　工事場所：○○○○
	項目
	評価項目
	添付資料
	配点

（評価Ⅱ型）
	得点

	企業の

技術力
	同種工事の実績
	様式－２
	２
	－

	
	工事成績
	様式－２
	４
	

	
	優良工事
	様式－２
	１
	

	
	ISO認証等
	様式－２
	１
	

	配置予定技術者の技術力
	同種工事の実績
	様式－３
	１
	－

	
	技術者の資格
	様式－３
	０．５
	

	
	ＣＰＤ（継続学習）
	様式－３
	０．５
	

	地域

貢献度
	災害活動
	様式－２
	２
	

	地域

精通度
	建設業法に基づく営業所の

所在地
	様式－２
	３
	

	不正行為
	談合等に関する指名停止
	－
	－２
	


· 該当する評価項目の得点欄に、石川県の評価基準・配点に基づく貴社の想定される点を記入。
· 本様式が未提出の場合は上記の全評価項目を０点とし、また、該当する得点欄が未記入の場合は該当項目を０点とする。（不正行為項目を除く）

· 技術資料を提出した以降の申請者からの修正は認めない。
· 談合等に関する指名停止に該当するものは、競売入札妨害罪、談合罪または独占禁止法違反に関する指名停止措置を受けた者のうち、技術資料提出期限の翌日時点で指名停止の終期の翌日から起算して、６ヶ月を経過していない場合とする。
	（様式－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
簡易な提案
工事名：地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事
会社名：　　　　　　　　　　　　

	具　体　的　な　提　案
1                            10                             20　　     　　　　　　　　　　　30    　   　      　　　　　　　40 　　　　  　　45

	1 高所に取り付ける照明器具の固定・落下防止部材に対する品質確認について

2 高所作業実施時における施設利用者に対する安全対策について



（注１）提案は必ず指定された２項目を１ページ以内に記載すること。

（注２）項目１つにつき８行以内（１行あたり４５文字以内、文字サイズ１０ポイント

　　　　以上）にまとめること。この記載方法に依らない項目については、評価しない。

（注３）文字の計算方法は、半角文字、半角数字、小数点、句読点は１文字。

　　　　記号（例：m/s（３字）、㎡（２字）、m3（２字）、-（１字）、「」（２字）、℃（２字））

　　　　箇条書きの行頭文字（例：・（１字）、（１）（３字）、１．（２字）、①（１字））

　　　　特殊文字（例：⑩（2字）、㈱（3字）、㌫（5字）、Ⅱ（2字）、Ⅲ（3字）、Ⅷ（4字））（注４）記述のみとし、図・写真・表は評価しない。

（様式－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
企業の技術力等　
工事名：地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事
会社名：　　　　　　　　　　　　
	工事成績平均点
（５年平均点）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　点

	石川県発注工事で過去２年間
（令和５年度～令和６年度）
に受けた優良工事表彰
	有（表彰名、業種、工事名称（表彰者　年月日））・無

	ＩＳＯ認証等の有無
	ＩＳＯ９００１　　　　　　：　有　・　無

ＩＳＯ１４００１　　　　　：　有　・　無

いしかわ事業者版環境ＩＳＯ：　有　・　無

エコアクション２１　　　　：　有　・　無

	直近１年間の

災害活動の有無
	石川県、市町又は公益企業との災害協定の締結

　　　　　　　　　有　・　無

	応急危険度判定士

認定職員の有無
	応急危険度判定士認定職員　　有　・　無

	建設業法に基づく営業所の所在地
	主たる営業所の所在地　：○○市○○町○○　　　　　　　

その他の営業所の所在地：○○市○○町○○


（注１）経常ＪＶについては、工事成績評定点の一覧表を様式－２－１により提出すること。

（注２）落札候補者である旨の通知を受けた者は、ＩＳＯ認証等の内容並びに有効期間が確認できる書類の写しを提出する。

（注３）落札候補者である旨の通知を受けた者は、災害協定の締結の有無については各建設業協会等が発行する｢証明書｣の写しを提出する（但し、建築一式工事に関しては証明書の写し不要）。なお、表彰において同一年度、同一部門の土木部の知事表彰、部長表彰、所長（課長）表彰を重複して受賞している場合は、最上位のみ評価する。（ＪＶ含む）
（注４）直近１年間の災害活動とは、令和７年４月３０日以前は令和６年度、５月１日以降は令和７年度の協定とする。

（注５）落札候補者である旨の通知を受けた者は、応急危険度判定士認定証の写し及び、雇用関係が確認出来る資料を添付する。

（注６）落札候補者である旨の通知を受けた者は、営業所の確認のため、技術資料提出期限日までに継続して３年間以上所在することが判断できる建設業許可申請書（様式第1号及び別紙ニ）（写）または変更届出書（様式第22号の2及び別紙ニ）（写）を提出すること。ただし、主たる営業所以外のその他の営業所で評価を受けようとする場合は、上記に加えて当該営業所の写真（営業所の看板を含む建物の全景、執務室内、標識の設置場所等がわかるもの）、営業所の案内図を提出する。また、当該建物が自社保有の場合は登記簿謄本（写）、登記事項証明書（写）、固定資産物件証明書（写）もしくは、固定資産評価額証明書（写）のうち一つ、賃貸の場合、賃貸借契約書（写）を提出する。
（様式－２－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
経常建設共同企業体の工事成績算出対象工事

対象業種　電気工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業体名：

会 社 名：

	発注年度
	工事名
	発注機関
	施工地内
	工期
 年 月 日～

 年 月 日
	CORINS登録業種
	完成検査　年月日
	契約金額

（最終契約額）
	工事

成績

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


※県の集計する工事成績表を基に評価するが、本様式は確認のために提出を求めるものである。

石川県土木部、農林水産部発注工事で、令和２年１月１日から令和６年１２月３１日に工事完成検査を受けたもので、当該発注業種を対象とする。

なお、発注機関より成績表の写しを求められた場合には、速やかに提出すること。

工事成績等に記入漏れや誤りがあった場合は、当該評価項目について加点されない場合があるので注意すること。
（様式－３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４）
配置予定技術者の技術力
工事名：地場産業振興センター本館等ＬＥＤ照明改修工事
会社名：　　　　　　　　　　　　
	配置予定技術者の
従事役職・氏名
	○○技術者　　○○　○○

	法令による資格・免許
	一級○○施工管理技士（取得年、登録番号）
監理技術者資格（有効年、交付番号及び所属建設会社）
監理技術者講習（修了年、修了証番号）

	ＣＰＤ（継続学習）の
取組状況
	有（団体名：　　　　　　　　　　　　　　　）　・　無


（注１）落札候補者である旨の通知を受けた者は、配置予定技術者に係る資格者証等の写しを提出すること。

（注２）落札候補者である旨の通知を受けた者は、監理技術者については、監理技術者資格者証（裏表とも）、監理技術者講習修了証

または指定講習受講修了証の写しを提出すること。

（注３）
配置予定技術者を特定できず、複数の技術者を候補とする場合は、各々の候補者について本表を作成する。
【以下記述は、工場製作を含む工事で、工場製作期間及び現場施工期間にそれぞれ配置予定技術者を申請可能としている場合にのみ記載する】
　　　　工場製作期間と現場施工期間に別の技術者を配置する場合も、各々について本表を作成し、氏名の後に（工場製作期間）、（現場施工期間）の区分を記載する。
（注４）
落札候補者である旨の通知を受けた者は、ＣＰＤ（継続学習）の前年度（令和６年度）の合計取得単位が、建設系ＣＰＤ協議会加盟団体、及び建築ＣＰＤ運営会議の構成団体の１年間あたりの推奨単位の１／２以上である証明書の写しを提出する。
- １１ -

